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要 旨 
 

平成 23 年度から令和 2 年度にかけて徳島県で実施した有害物質を含有する家庭用品の基準検査結果について報告する． 
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Ⅰ はじめに 

衣類品や住宅用洗剤等の日常生活で使用する家庭用品には，

様々な種類の化学物質が使われており，しわ防止や防虫，防

炎，洗浄剤等を目的として使用されている．しかしながら，

これら化学物質が健康被害の原因になる恐れもある．2019 年

度における全国の家庭用品に係る健康被害の報告件数は，皮

膚障害が 42 件，吸入事故等によるものが 180 件であり 1) ，

依然として家庭用品に含まれる化学物質による健康被害が後

を絶たない状況である． 

国では「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

（昭和 48 年 10 月 12 日法律第 112 号）」（以下「家庭用品規

制法」という．）において，家庭用品に含まれる化学物質に

対して必要な規制を行っている．家庭用品規制法では，現在，

ホルムアルデヒドやその他，人の健康に被害を生ずる恐れの

ある物質として，21 種類の有害物質が指定されている（表 1）．

これら有害物質は，家庭用品に含まれる量や溶出量又は発散

量に関して，必要な基準が定められている． 

本県では，家庭用品規制法に基づく試買検査を毎年実施し

ており，県内で販売されている繊維製品及び家庭用化学製品

に含まれる有害物質の基準検査を実施している．また，他自

治体から違反品の通報等があった際の調査等も実施している． 

今回，平成 23 年度から令和 2 年度にかけて当センターで実

施した有害物質を含有する家庭用品の基準検査結果について

まとめたので報告する． 

表 1 家庭用品規制法で規制されている有害物質 

1 ホルムアルデヒド   12 テトラクロロエチレン 

2 ディルドリン         13 トリクロロエチレン 

3  DTTB ※1            14 塩化水素 

4  有機水銀化合物    15 硫酸 

5  トリフェニル錫化合物 16 水酸化ナトリウム        

6  トリブチル錫化合物  17 水酸化カリウム         

7  APO ※2      18  ジベンゾ[a,h]アントラセン

8  TDBPP ※3     19  ベンゾ[a]アントラセン 

9  BDBPP ※4     20  ベンゾ[a]ピレン 

10  塩化ビニル      21  アゾ化合物 ※5 

11  メタノール 
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※1 4,6-ジクロル-7-(2,4,5-トリクロルフェノキシ)-2-トリフ

ルオロメチルベンズイミダゾール 

※2 トリス(1-アジリジニル)ホスフィンオキシド 

※3 トリス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト 

※4 ビス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト化合物 

※5 化学的変化により容易に 24 種の特定芳香族アミンを

生成するものに限る（H28.4.1 から規制対象に追加）． 

 

Ⅱ 方法 

１ 検体 

 平成 23 年度から令和 2 年度にかけて，県内で買上等された

家庭用品 793 製品の家庭用品を検査した． 

２ 標準品・標準溶液・試薬 

 検査項目は，ホルムアルデヒド，有機水銀化合物，トリフ

ェニル錫化合物，トリブチル錫化合物，塩化水素，硫酸，水

酸化カリウム，水酸化ナトリウム，テトラクロロエチレン，

トリクロロエチレン，ディルドリン，DTTB，メタノール，

ジベンゾ[a,h]アントラセン，ベンゾ[a]アントラセン，ベンゾ

[a]ピレンとし，使用した標準品，標準溶液，試薬については，

「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則

（昭和 49 年 9 月 26 日厚生省令第 34 号）」（以下「家庭用品

規制法施行規則」という．）に準じたグレードを使用した． 

 水については，全自動蒸留水製造装置GS-200（アドバンテ

ック社製）で製造した蒸留水を使用した． 

３ 装置及び分析条件 

（１）装置 

＜ホルムアルデヒド＞ 

自記分光光度計：（株）島津製作所製 UV-3100PC 

＜有機水銀化合物＞ 

 微量水銀測定装置：日本ジャーレル・アッシュ（株）製 

AMD-A1 型（試料分解部），AMD-B2 型（空気送入吸引部），

AMD-F2 型（水銀専用検出器） 

 データ処理装置：（株）島津製作所製クロマトパック C-R6A 

＜トリフェニル錫化合物及びトリブチル錫化合物＞ 

 原子吸光光度計：日立ハイテク社製 Z-2000 

 ガスクロマトグラフ質量分析装置： 

（株）島津製作所製 QP2010 Ultra（平成 28 年度以降） 

＜テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・ディルドリ

ン・DTTB・メタノール＞ 

 ガスクロマトグラフ：（株）島津製作所製 GC-2014 

＜ジベンゾ[a,h]アントラセン・ベンゾ[a]アントラセン・ベン

ゾ[a]ピレン＞ 

ガスクロマトグラフ質量分析装置： 

（株）島津製作所製 QP2010 Ultra 

（２）分析条件 

各分析条件は家庭用品規制法施行規則に準じた条件とした． 

４ 検査方法 

 家庭用品規制法施行規則に準じて検査した． 

 

Ⅲ 結果及び考察 

１ 検査結果の概要 

平成23年度から令和2年度にかけて実施した検査結果につ

いて，表 2 のとおりまとめた．年間約 70～90 製品の家庭用品

について検査を実施し，過去 10 年間で 793 製品，1393 項目

の試験検査を実施した．検査項目としては，16 項目実施して

おり，ホルムアルデヒドの実施件数が全体の約 4割を占めて

いる． 

基準違反としては，令和元年度に乳幼児用下着 1 製品から

ホルムアルデヒドが基準値超過となる事例が確認された．そ

の他 15 項目では，過去 10 年間において基準違反事例は確認

されなかった． 

２ 基準違反事例について 

 令和元年度に他自治体において乳幼児用下着から基準値を

超えるホルムアルデヒドが検出された．輸入業者の所在地が

本県であったため，当センターで収去検査を実施し，検査対

象製品としては，他自治体で基準違反となった製品の他，違

反品と同一生地を使用している乳幼児用下着計 10 製品につ

いて検査した． 

 ホルムアルデヒドは，合成樹脂の製造原料，消毒剤，防腐

剤，接着剤等に幅広く使用されている．繊維製品に対しては，

防しわ性や防縮性等を与える目的で樹脂加工剤として使用さ

れるが，使用されたホルムアルデヒドは製品に残存する可能

性があり，身体に接触した場合，皮膚に対して刺激を与え，

炎症やアレルギーを引き起こす恐れがある 2) ．このため，家

庭用品規制法において，身体に直接触れる家庭用品（下着，

寝衣等の繊維製品及びつけまつげ等に使用される接着剤）に

基準が設定されている．さらに，乳幼児は化学物質に対する

感受性が高いため，乳幼児が使用する繊維製品（おしめ，お

しめカバー，よだれ掛け等）は，より厳しい基準が設定され

ている．繊維製品のうち，出生後 24 月以下の乳幼児用製品に

ついては，所定の試験法で吸光度差が 0.05 以下又は溶出量と

して 16 µg/g 以下，乳幼児用以外の繊維製品及びつけまつげ

等の接着剤については，溶出量として 75 µg/g 以下という基

準が設定されている． 
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表 2 有害物質を含有する家庭用品の基準検査結果（平成 23 年度～令和 2 年度） 

( ) 内は基準違反件数を内数として示す 
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収去した乳幼児用下着 10 製品におけるホルムアルデヒド

試験結果を表 3 に示す．検体No.5 の製品において，吸光度差

0.19 で溶出量 57 µg/g のホルムアルデヒドが検出された．そ

の他，基準を超える製品はなかったが，吸光度差 0.04～0.05

で基準 16 µg/g に近い 12～14 µg/g を検出した製品が4 製品あ

った． 

ホルムアルデヒドの基準違反が起こる原因としては，製品

の製造工程でホルムアルデヒドが使用され，水洗いなどの処

理が不十分なことにより最終製品に残留する場合や揮発しや

すいため，保管，流通，販売の過程で他のホルムアルデヒド

が含まれているものから移染する場合が考えられる 3) ． 

今回違反となった製品については，輸入前の自主検査にお

いて基準に適合していたことが確認されていたことから，販

売までの過程において，何らかの原因で移染が生じた可能性

が考えられる．製造業者や輸入業者，販売業者には，ホルム

アルデヒドの移染防止対策について情報提供をしていきたい．

また，大嶋らの報告 4) によれば，繊維製品中のホルムアルデ

ヒドの低減には，洗剤を用いた洗濯が効果的であることが確

認されている．購入した衣服等は，一度洗濯してから使用す

ることで，ホルムアルデヒドを低減できると考えられる．県

民には，家庭でできるホルムアルデヒドの低減方法について

情報提供し，健康被害の未然防止に努めていきたい． 

 

表 3 ホルムアルデヒド試験結果 

検検体体No. 分分類類 吸吸光光度度差差 溶溶出出量量（（µg/g））

1 下着 0.05 14

2 下着 0.03 9

3 下着 0.05 14

4 下着 0.03 9

5 下着 0.19 57

6 下着 0.05 14

7 下着 0.03 9

8 下着 0.04 12

9 下着 0.02 7

10 下着 0.02 7

0.05以下 16以下

品　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試　験　項　目
ホルムアルデヒド

（出生後24月以内の乳幼児のもの）

基　　　　準
 

 

Ⅳ まとめ 

平成23年度から令和2年度にかけて当センターで実施した

有害物質を含有する家庭用品の基準検査結果についてまとめ

た．過去 10 年間で 793 製品，1393 項目の試験検査を実施し，

基準違反としては，乳幼児用下着 1 製品から基準値超過とな

る吸光度差 0.19 で溶出量 57 µg/g のホルムアルデヒドが検出

された．その他の項目では，基準違反事例は確認されなかっ

た． 

今回，他自治体からの通報に対して迅速に対応することで，

健康被害の発生を未然に防止することができた．また，本県

での違反事例は少ないものの全国的に見ると毎年違反事例が

報告されている 5) ,6) ．全国での違反事例を踏まえながら，今

後も引き続き定期的な監視を行い，健康被害の未然防止に努

めたい． 
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要 旨 
 

水道水の水質基準 11 項目，水質管理目標設定項目 3 項目及び要検討項目 1 項目の金属類 15 項目の誘導結合プラ

ズマ－質量分析装置による一斉分析法について，厚生労働省の「水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン」に

基づく妥当性評価を行った結果，いずれも目標を満たしていた． 

 

Key words：妥当性評価 validation , 金属類 metals , 一斉分析法 simultaneous analytical method 

ICP-MS Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry 

 

 

Ⅰ はじめに 

水道水の水道法第4条に基づく水質基準は，「水質基準に関

する省令（厚生労働省令第101号）」1) により現在51項目につ

いて定められており，水道事業者等には遵守義務及び検査義

務が課せられている2) ．また，その検査方法については，「水

質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方

法（厚生労働省告示第261号）」3) において定められている．  

前回，妥当性評価の報告後4) ，装置を更新したため，今回，

水質基準11項目（Cd，Se，Pb，As，Cr6+，B，Zn，Al，Fe，

Cu及びMn），水質管理目標項目3項目（Sb，U及びNi）及び

要検討項目1項目（Mo）について，金属類の標準検査方法で

ある誘導結合プラズマ－質量分析装置（以下「ICP-MS」とい

う．）による一斉分析法を用いて，水道水質検査方法の妥当

性評価ガイドライン5) （以下「ガイドライン」という．）に

基づく妥当性評価を実施したので，その結果を報告する． 

 

Ⅱ 方法 

１ 試料 

 水道水  

２ 試薬 

金属混合標準液は，SPEC社のXSTC-760D（Fe：30 mg/L，

B，Al，Cu及びZn：10 mg/L，Mo：7 mg/L，Mn：5 mg/L，Cr：

2 mg/L，As，Ni，Pb及びSe：1 mg/L，Cd：0.3 mg/L，Sb及び

U：0.2 mg/Lを含む．）を用いた．内部標準原液は，関東化学

(株)製のBe，Y，In及びTl標準原液（各1000 mg/L）を，硝酸

1.42は，関東化学(株)製（Ultrapur-100）を使用した． 

精製水は，MilliQ-Advantage A10（メルク(株)製）で製造し

た超純水を使用した． 

３ 標準溶液の調製 

 標準溶液は金属混合標準液を精製水に添加し，表1の濃度と

なるように調製した． 

 混合内部標準液はBe，Y，In及びTl標準原液を精製水に添

加し，表2の濃度となるように調製した． 
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